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午後 １時１０分 開議 

○渡辺委員長 引き続き，御苦労さまでございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまより第２９回新市民会館整備等調査特別委員会を開催いたします。 

 議事に先立ちまして，鈴木委員，内藤委員，福島委員が所用のため欠席との連絡がありましたので，御報

告を申し上げます。 

 なお，本日も参考人として，公益財団法人水戸市芸術振興財団，大津常務理事に御出席をいただいており

ますので，御了承を願います。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 本日の報告事項は３件でございますが，これらの案件につきましては，第３回定例会に提出が予定されて

いる案件でございますことから，本日は説明を行うにとどめたいと思いますので，御了承を願います。 

 初めに，不動産の取得の変更に関することについて，執行部から説明を願います。 

 須藤参事兼新市民会館整備課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 不動産の取得の変更に関することについて，提出いたしまし

た資料，特別委員会資料①と書かれている資料にて御説明いたします。 

 本件につきましては，令和２年１２月２２日に議決をいただきました市議会議案第１７５号 不動産の取

得について，本年７月１日開催の特別委員会において御承認をいただきました泉町１丁目北地区第一種市街

地再開発事業の事業費に基づきまして，権利変換計画の変更が行われたことに伴い，市の不動産の取得の内

容を変更するものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 内容につきましては，こちら２ページの新旧対照表で御説明いたします。 

 １，不動産の表示の(1)建物の欄を御覧ください。 

 変更のあった箇所を網かけで表示しております。 

 延床面積の変更前は２万３,２１２.６３平方メートルでございましたが，事業の進捗に伴う面積の算定の

精査により２万３,２３２.３５平方メートルとなりまして，変更前と比べて１９.７２平方メートル増加い

たしました。 

 次に，新市民会館部分である公益施設部分と共用部分の面積につきましては，相互の区分を精査したこと

に伴いまして，それぞれ変更となったものでございます。公益施設部分につきましては，変更前の２万

１,９４４.９９平方メートルに対し，変更後は２万１,８０８.０４平方メートルとなりまして，

１３６.９５平方メートルの減，共用部分につきましては，変更前の９３１.３２平方メートルに対し，変更

後は１,０８５.５平方メートルとなりまして，１５４.１８平方メートルの増となりました。 

 ２，取得持分につきましては，事業全体の精査に伴い，確定したものでございます。 

 (1)建物の取得持分につきましては，小数点第６位までの表記でございまして，公益施設部分につきまし

ては変更前の１００万分の９３万６,７２６に対しまして，変更後は１００万分の９４万１,８６８となりま

す。共用部分につきましては，変更前の１００万分の９２万２,５８７に対しまして，変更後は１００万分

の９２万７,４５９となりました。 
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 (2)土地の取得持分につきましては，小数点第１２位までの表記でございまして，変更前の１兆分の

９,０９９億８４７万１,３４６に対しまして，変更後は１兆分の９,１４９億３２６万１,０２８となりまし

た。いずれの取得持分につきましても変更前に比べ０.５％ほど増加いたしました。 

 ３，取得価格につきましては，本年７月１日開催の特別委員会におきまして御説明いたしましたとおり，

国の補助制度の改正により市街地開発事業の補助金・負担金が２.６億円増加したことに伴いまして，本市

が新市民会館の床を取得するための保留床処分金が２.６億円減少することになったことと対応しておりま

す。権利変換計画の変更に伴い，事業費を精査した結果，変更前の１８５億２,０００万円に対し，変更後

は１８２億５,０９７万９,８２６円となりまして，２億６,９０２万１７４円の減額となりました。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺委員長 それでは，次に，財産の取得に関することについて（水戸市民会館舞台音響機器）について，

執行部から説明を願います。 

 須藤参事兼新市民会館整備課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 続きまして，財産の取得に関することについて，提出いたし

ました特別委員会資料②にて御説明いたします。 

 本件の水戸市民会館舞台音響機器につきましては，新市民会館の大ホールなど諸室の機能を高めるため，

建築物の本体工事に係る実施設計などにおきまして，音響に関する専門業者や水戸芸術館の舞台技術部門な

どからも助言を受けまして，水戸市民会館に適する機種や数量について仕様を定め，次により取得するもの

でございます。 

 １ページを御覧ください。 

 １，動産の表示は，水戸市民会館舞台音響機器一式でございます。 

 内訳につきましては，(1)の移動型サブウーハが６台，これは低い音を補うためのスピーカでございます。 

 (2)の移動型サブウーハ用キャスター台車が６台。 

 (3)の組立式コンソール台が９台，これは音響や照明を操作する機器を置くための台でございます。 

 (4)の音響操作者用高椅子が９脚。 

 (5)の効果用スピーカスタンドが２０本。 

 (6)の音響操作ワゴンといたしまして，アのアナログミキサが１台。 

 イのメディアプレーヤが４台，これはＣＤやＵＳＢメモリ，ＳＤカードなどの記録メディアに記録された

音を再生するための機器でございます。 

 ウのメモリ・ＣＤレコーダが１台，これはＵＳＢメモリやＣＤなどで録音再生をする機器でございます。 

 エのブルーレイディスクプレーヤが４台。 

 オの収納ワゴンが１台。 

 カのパワーディストリビュータが７台，これは音響機器への電源供給のための器具でございます。 

 (7)のワイヤレスマイク装置といたしまして，アのワイヤレス受信機が１台。 

 イ，ハンドヘルドマイクロホンが２台，これは手で持つタイプのマイクでございます。 

 ウのタイピン型マイクロホンが１台。 
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 エの超小型指向性コンデンサマイクロホンが１台，これは超小型のマイクでございます。 

 (8)のビデオプロジェクタといたしまして，ア，レーザー光源ビデオプロジェクタが１台。 

 イの超短焦点レンズが１台，これは投影距離を短くするためのレンズでございます。 

 (9)のＡＶテーブルが７台。 

 (10)の映像ワゴンといたしまして，アのビデオスイッチャが１台，これは複数のカメラなどの映像を切り

替えるための装置でございます。 

 イ，小型モニタディスプレイが３台。 

 ウ，移動型ケースが４台でございます。 

 (11)の組立式スクリーンが２台。 

 (12)の録音再生機器類といたしまして，アのメモリ・ＣＤレコーダが４台，これはＵＳＢメモリやＣＤな

どで録音再生する機器でございます。 

 イのリモートコントローラが４台。 

 ウ，移動型ケースが１０台でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 (13)の大型移動スピーカ類といたしまして，アの１２インチ２ＷＡＹスピーカが１０台，これは舞台に直

接設置をしたり，高い位置に設置をすることができるスピーカでございます。 

 イの専用フライングブラケットが６個，これはスピーカをつり下げるための部品でございます。 

 ウのスピーカスタンドが６本でございます。 

 (14)の小型移動スピーカ類といたしまして，アの８インチ２ＷＡＹスピーカが４台。 

 イの専用フライングブラケットが４台。 

 ウのパイプクランプが４個。 

 エの専用ＴＶスピゴットが４個，これはスタンドに取り付けるための部品でございます。 

 (15)の移動スピーカ類専用スピーカスタンドアダプタが１０個。 

 (16)の大型パワードスピーカ類といたしまして，アの１８インチパワードサブウーハが２台，これはアン

プが内蔵されたタイプのサブウーハでございます。 

 イのスピーカ台車が２台。 

 ウのスピーカスタンドが４本でございます。 

 (17)の小型パワードスピーカ類といたしまして，アのモニタスピーカが１０台。 

 イのスタンドが３０本でございます。 

 (18)の楽屋系モニタテレビ用機器といたしまして，アの２２型地デジチューナ付テレビが２５台，これは

楽屋で舞台の状況を確認するためのテレビでございます。 

 イのビデオ信号変換器が６台，これはデジタル放送の電気信号を変換するための機器でございます。 

 (19)のホワイエ系モニタテレビ用機器といたしまして，アの３２型地デジチューナ付テレビが１１台，こ

れは各ホールのホワイエで舞台の状況を確認するためのテレビでございます。 

 イのディスプレイスタンドが１１台でございます。 
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 (20)のビデオスイッチャが２台。 

 (21)のＨＤＭＩケーブルが２２本，これは各種機器を接続するケーブルでございます。 

 (22)のＨＤＭＩ・ＤＶＩ信号光延長器・送信器が２台，これは光信号を送信する機器でございます。 

 (23)のＨＤＭＩ・ＤＶＩ信号光延長器・受信器が２台，これは光信号を受信する機器でございます。 

 (24)のＨＤＭＩ・ＤＶＩ信号光受信器・送信器用光パッチケーブルが２本，これは光信号を伝送するため

のケーブルでございます。 

 ２の取得価格は，４,０１５万円。 

 ３の契約の相手方は，水戸市内原１丁目２２５番地，株式会社柴沼金物，代表取締役，柴沼成明でござい

ます。 

 添付資料といたしまして，仕様書を３ページから８ページ，入札調書を９ページに掲載いたしましたので

御参照ください。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺委員長 次に，財産の取得に関することについて（水戸市会館舞台音響通信機器）について，須藤課

長のほうからお願いします。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 続きまして，財産の取得に関することについて，提出いたし

ました特別委員会資料の③にて御説明いたします。 

 本件につきましては，水戸市民会館舞台音響通信機器として，次により取得するものでございます。 

 １，動産の表示は，水戸市民会館舞台音響通信機器一式でございます。 

 (1)のワイヤレスインターカムでございますが，これは舞台のスタッフの通信用として使用するものでご

ざいます。 

 内訳といたしましては，アのベースステーションが２台，これはインカムに電波を飛ばすための本体とな

る機器でございます。 

 イの移動型ケースが２台。 

 ウのベルトパックが１６台，これはベースステーションなどとの通信のための機器でございます。 

 エのキャリングケースが４台。 

 オのヘッドセットが２０台，これはヘッドホンのように頭に装着する機器でございます。 

 カの急速充電器が４台でございます。 

 (2)の赤外線補聴システムでございますが，これは難聴の方への音声での御案内や，国際会議における同

時通訳におきまして使用する補聴システムでございます。 

 内訳といたしましては，アのトランスミッタが１台，これは音声などを信号化する機器でございます。 

 イの移動型ケースが１台。 

 ウの赤外線ラジエータが２台，これはトランスミッタで信号化された音声などを赤外線に変換して送信す

る機器でございます。 

 エのレシーバが２４台，これはラジエータからの赤外線を音声に変換する機器でございます。 

 オのネックループインダクタが２４台，これはレシーバと補聴器を接続するケーブルでございまして，首
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にかけて使用するものでございます。 

 カのチャージング・キャリーケースが２台，これはレシーバを収納して充電をすることができるケースで

ございます。 

 キのバッテリーパックが２４個でございます。 

 ２の取得価格は，１,４９０万５,０００円。 

 ３の契約の相手方は，水戸市住吉町１９２番地の１１１，茨城教育映像，伊藤修でございます。 

 添付資料といたしまして，仕様書を２ページから３ページ，入札調書を４ページに掲載いたしましたので

御参照ください。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺委員長 以上で，説明は終わりました。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません，ちょっと時間をいただいて。 

 契約についてちょっとお伺いしたいんですが，水戸市の基本的な契約の仕方にはどういう契約があって，

どういう状況の中で入札とかそういうのをするのか，ちょっと教えていただいていいですか。 

○渡辺委員長 そうすると，今回のこの音響関係の契約の流れについてというところでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○渡辺委員長 それではこれの，音響関係の契約に至る流れをちょっとお話しいただけますか。 

 鈴木契約検査課長。 

○鈴木契約検査課長 ただいまの袴塚委員の御質問についてお答えいたします。 

 今回の契約の流れでございますが，まずは新市民会館整備課のほうで購入する物品の種類を決めた後に，

契約検査課のほうに参考見積りという形で依頼が来ます。それを基に，契約規定に基づいて業者を選定して

参考見積りを徴取いたします。その徴取したものを精査して，それを予定価格として今度は指名競争入札に

付して，指名競争を行った後，開札して最低額者を決めるという流れになっています。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 物品の契約については，今ちょっと分かりました。ついででございますので，一般の，その物

がない部分のメンテナンスとか，そういうふうな契約というのはどんなふうにおやりになっているんでしょ

うか。一般的な社会通念上の常識でも結構でございますので，教えてください。 

○渡辺委員長 答弁できますか。 

 鈴木課長。 

○鈴木契約検査課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 業務契約，一般的にメンテナンスと言われるものの契約の流れでございますが，これもまず予定価格を決

める流れですが，２通りありまして，１つは水戸市側で積算ができるようなもの，こういうものは見積りを

しないで水戸市が積算して予定価格を決定いたします。もう一つ，積算をする根拠が，公的な材料がないも

の，それについては先ほどの物品と同じように対象業者，登録されている業者から参考見積りを徴取して，

その徴取した価格を基に予定価格を決定し，指名選定を行った後，入札を行うという流れになります。 
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○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 指名する際に，実績とかそういうものは加味されるんでしょうか。 

○渡辺委員長 鈴木課長。 

○鈴木契約検査課長 メンテナンスの入札で言いますと，まずその発注する工種に登録されている業者の方

の名簿があるんですが，その中から選定しまして，その中で実績とか過去の完成工事高等が高いかだとか，

そういうものを基準に業者選定をしております。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうしますと，社会通念上の入札というのは，一般的には応募をするか，指名をするか，この

いずれかがあって，そこの枠の中で落札者が決定するという考え方でしょうか。応募はしなかったんだけれ

ども，この人がいいなと飛び込みで入札，もしくは一方的に行政側が決めるというようなことはないんです

か。 

○渡辺委員長 鈴木課長。 

○鈴木契約検査課長 まずは名簿登録制となっておりまして，一般的にはその名簿に登録する業務は，入札

に参加を希望する方が申請を行いますので，その中から選定するということになりますが，まれに例えば名

簿登録の中で扱いができないような業務等もありますので，そういう場合は名簿登録外で，その業務が対応

可能な方を指名する場合もございます。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 それは指名ですよね。落札ではないですよね。登録外の方が落札することってあるんですか。

例えば手を挙げてくださいねと，５社なら５社，１０社なら１０社が手を挙げました。ところが，そうじゃ

ない業者に決まっちゃうなんていうことはあるんですか。 

○渡辺委員長 鈴木課長。 

○鈴木契約検査課長 基本は指名を発注者側からかけますので，その中の方が入札に参加して，最低落札者

の方が一般的には契約者になるという流れです。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 それでは，ちょっと今度は市民会館の担当の方にお聞きしますが，この２件の案件については，

水戸市住吉町，水戸市内原の方がそれぞれ落札をして，これは委員会の，いわゆる地元業者を何とか使って

いただきたいというお願いの中で，恐らくこういうふうな結果になったんだと思うんですが，委員会の要望

というか，地元業者を使ってほしいという委員会の意見に関しては，どの程度そうしなければならないなと

思っておられるのか。聞いておけばいいかなみたいな，その程度のことなのか，その辺の認識をちょっとお

伺いします。 

○渡辺委員長 ちょっとこれは，今までの委員会の中で委員さんのほうから要望として地元の企業の振興等

のため，地元業者をというようなお話と関わりがあるかと思いますので，それについてしっかり行政，市の

ほうの考え方をお話しください。 

 須藤課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 お答えいたします。 
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 市の方針といたしましては，市内で業務を請ける事業者さんがいらっしゃる場合は，地元水戸市に本社を

置く企業をまず優先して選定していくべきものというふうに考えております。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そんなふうにうまくいけばいいんだけれども，今度の新市民会館の委託については，元請さん

があって，そこが全面委託を受けたという流れですよね。その中で，その運営について，いろいろな入札が

あるでしょうから，そういうものについても地元業者の育成という観点から地元業者を使っていただきたい

と，こういうふうな要望を委員長も含め，いろいろな委員会を通じてこれまでにも何度かお話をしてまいり

ました。こういうものについては，相手先のほうにはどういうふうな伝え方をしているんですか。重い受け

止め方をされるようなことをやっておられるのか，一応委員会が言っているからしようがない，そういうこ

とも言わなくちゃなんねえかなという程度の言い方なのか，どちらなんですか。 

○渡辺委員長 簡単に話しているのでは，委員会の重みがなくなっちゃうからね。委員会で決まったことを

指摘して話しているわけだから。 

 須藤課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 お答えいたします。 

 指定管理者における業務におきましても，市内の事業者さんで請け負っていただける案件につきましては，

市内に本社を置く企業の方に請け負っていただくものが最優先であるというふうに考えておりまして，指定

管理者に対しても，市からその旨を伝えているところでございます。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 市内に本店を置くというところは，１００％出資会社，要するに親会社が東京にあって

１００％東京の業者が出資しているというようなことでも市内業者でいいんですか。 

○渡辺委員長 市内に本社があるということの中で，今袴塚委員の話では，本社は東京なんだけれども，出

資して水戸に設置してあるんだったら，それは本社になるのかということだよね。 

 須藤課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 先ほど契約検査課からも御説明申し上げましたとおり，事業

者さんの登録名簿というものがございまして，その名簿の中では市内業者，県内業者，県外という形で区分

されているところでございますが，その中でも市内業者という形で区分されている業者さんを最優先に選定

してまいりたいというふうに考えております。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 これまで委員会でまとめてきたのは，やはり税としての還元，要するに収益を上げていただい

て頑張っていただいて，そしてそれが水戸市の収税として還元していただくと。こういうことが前提で，水

戸市の血税が，市民の税金がそういうところにお支払いできているということだと思うんです。今私が申し

上げているようなところは連結決算になっていて，収益を本店に上げると，こういうふうな決算の仕方もあ

るわけです。ですから，そういう意味では，やはり地元資産，地元資本でなければ，水戸に本店を置いたか

らといって，例えば東京の人がやっている業者ではおかしいんじゃないですかと，僕自身はそう思います。 

 それから，水戸市がこれまでにも地元業者育成のためですから地元でやってくださいねという話をしまし
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た。そのコンベンションリンケージさんが募集しました。こういう仕事がありますよ，出てきてくださいね

と募集し，そこに手を挙げた業者がいました。そうすると，一般的にはその業者の中から選ばれるんですか。

それともそうじゃないところからも選ばれるんですか。今の契約のお話からすると，手を挙げて承認したと

ころの中から選ばれるというのが社会通念上の常識だよというお話をいただいたんですが，この辺について

の担当者の認識はどんなふうですか。 

○渡辺委員長 須藤課長。 

○須藤市民協働部参事兼新市民会館整備課長 お答えいたします。 

 コンベンションリンケージにつきましては，昨年１２月に指定管理者に係る議案を提出いたしまして議決

いただいたところでございますけれども，その選定に至る過程の中で，事業計画書というものを提案型とい

う形で提出いただいているところでございます。その中で地元企業の連携という形で，個別の事業者名を記

載した形で事業計画書を提出されているという状況がございますので，その事業計画書の中に既に記載され

ているという事業者につきましては，その時点で既に手を挙げているというふうにみなされるものと考えら

れます。そういった事業者さんも含めて，改めて面談などを通じてやり取りをさせていただいた事業者さん，

そういった事業者さんも含めまして選定されるものというふうに考えております。 

○渡辺委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 コンベンションリンケージさんが手を挙げたときに一緒にやるよという業者は，そこは分かり

ます。そこから先，子会社も含むんですか。そうじゃないと思います。そういう状況であればなぜ仕事をや

りたいんですかと手を挙げさせたのですかと。そこは，コンベンションリンケージがどういう会社か僕は分

かりませんけれども，そういうことがあるのであれば，なぜ新たな募集をしたのかというところに疑義がい

かないですか。どうなんですかそれは。それは当たり前なんですか。決まっているにもかかわらず，やりた

い人は手を挙げてくださいと，わざとらしく言っておいて，今課長がおっしゃったように手を挙げたときに

仲間でやろうよと言っていた業者からそれはそうなんだという話になってしまうと，じゃ何で改めて手を挙

げさせたんですか。というところが，水戸の業者をなめてないですか。と思うんですけれども，そういうこ

とが社会通念上許されるのかどうか。もし万が一そういうことがあるとすれば，それは逆に言うと，皆様方

がもう少し真剣に議会の意見を捉えて，そして整理をすべき範疇のはずなんです。これは私の憶測で言って

いるのかも分からないし，事実としてそういうことがあったのかもよく分からない。分からないけれども，

万が一今後そういうことがあるとすれば，これは水戸市の行政が市民のお金でコンベンションリンケージに

３億円も４億円も払うわけですから，そこには収益を上げてもらう，雇用が生まれる，そして税金を納めた

中から水戸市に還元される，そういう確約を取るという，そういうことを循環型経済の中でやっていくとい

う考え方が僕は基本的に必要だと思う。だから，そういうことをもう一度原点に立ち返ってきちんとやって

いただかなければ，我々委員会，渡辺委員長の下で何度も何度も地元業者の育成でしょうと，地元に仕事を

回してくださいねと，体育館のときも市役所のときもいろいろなことを言いましたよ。だけれども，来る車

はみんな県外の車だよ。市民会館だって僕は夜も歩いているけれども，夜だって水戸市の車は３台に１台し

かないよ。そういう状況が今あるということ，皆さん方はやっているよというけれども，現実には現場はそ

んなことないですよ。こういうことがあるので，やはり十分御配慮いただかないと，我々も論議している意
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味がない。渡辺委員長の下で我々が一生懸命こうやって地元育成，地元業者のためと，震災があったって何

があったって地元以外の業者は来ませんからね。この間の東日本大震災のときだって分かるでしょう。あれ

全部市内の業者が復旧したんですよ。そういうことを考えた中で行政というのは推進していくべきだと，こ

ういうことだけ。今日はちょっと関連でやらせていただいたので，これ以上は申し上げませんが，やはりそ

ういうことをしっかりと肝に銘じて，コンベンションリンケージが請けたから，そこがやっているから俺ら

は関係ないんだという考え方は捨てていただきたい。水戸市の事業ですから，しっかりやっていただきたい。 

○渡辺委員長 今の袴塚委員の指摘どおり，やはり地元を大切にするよというような話の下で業者さんをみ

んな集めて入札したけれども，それはポーズじゃないのかという話になっちゃうんだよね。ですからその辺

のところをしっかりコンベンションリンケージさんにも伝えて，今後の対応とかも含めて，長く続くわけで

すから，最初が肝腎だと思いますよ。だからそんなところをよく伝えていただきたいのと同時に，今度の契

約，運営の件は専門的な内容で誰も知らないわけだから，その辺のところについてもしっかり皆さん方も勉

強しておいてくれないと，今度の委員会のときにいろいろ細かいことを聞かれても分かりませんというので

は困っちゃうので，その辺のところを伝えておきたいと思います。 

 それでは，以上をもちまして，本日の特別委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 １時４４分 散会 


